
岸和⽥市⽴運動広場・テニスコート
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設置目的 市⺠の健康と体⼒の増進を図るとともに⽂化的⽣活向上の⽤に供する⽬的とする。

開設年度 昭和40年〜平成５年 設置者 岸和田市

主な事業 地域のグラウンドとテニスコートとして、市⺠の健康と体⼒の増進や市スポーツ⼤会等の
開催を⾏う。

施設内容
利⽤料⾦

①岸和⽥市⽴⽜ノ⼝公園運動広場・テニスコート＜砂⼊り⼈⼯芝＞（２⾯）
運動広場 1,000円／時間 テニスコート１面 700円／時間
※夜間照明設備有

②岸和⽥市⽴久⽶⽥公園運動広場
700円／時間

③岸和⽥市⽴葛城運動広場・テニスコート＜砂⼊り⼈⼯芝＞（２⾯）
運動広場 1,000円／時間 テニスコート１面 700円／時間

④岸和⽥市⽴春⽊運動広場
1,000円／時間

⑤岸和⽥市⽴⼋⽊運動広場
1,000円／時間

⑥岸和⽥市⽴野⽥公園テニスコート＜砂⼊り⼈⼯芝＞（２⾯）
１面 700円／時間

⑦岸和⽥市⽴春⽊台場テニスコート＜グリーンサンド＞（１⾯）
１面 500円／時間

所在地

①岸和田市上野町東１番１号・岸和田市沼町26番23号
②岸和田市岡山町26番地の２
③岸和田市畑町四丁目２番１号・岸和田市畑町四丁目475番地
④岸和田市八幡町６番11号
⑤岸和田市大町四丁目10番１号
⑥岸和田市野田町二丁目20番18号
⑦岸和田市春木泉町20番48号

【岸和⽥市⽴運動広場・テニスコート】
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開場時間

①５月から８月まで 7:00〜21:00 ９⽉から翌年４⽉まで 8:00〜21:00
休場⽇︓敬⽼の⽇の前⽇及び前々⽇、年末年始（12/29-1/3）

②５月から８月まで 7:00〜18:00 ９⽉から翌年４⽉まで 8:00〜17:00
休場⽇︓スポーツの⽇の前⽇及び前々⽇、年末年始（12/29-1/3）

③５月から８月まで 7:00〜18:00 ９⽉から翌年４⽉まで 8:00〜17:00
休場⽇︓スポーツの⽇の前⽇及び前々⽇、年末年始（12/29-1/3）

④５月から８月まで 7:00〜18:00 ９⽉から翌年４⽉まで 8:00〜17:00
休場⽇︓敬⽼の⽇の前⽇及び前々⽇、年末年始（12/29-1/3）

⑤５月から８月まで 7:00〜18:00 ９⽉から翌年４⽉まで 8:00〜17:00
休場⽇︓スポーツの⽇の前⽇及び前々⽇、年末年始（12/29-1/3）

⑥５月から８月 月から土 9:00〜19:00 ９⽉から翌年４⽉ 月から土 9:00〜17:00
日曜日及び休日 9:00〜17:00
休場⽇︓敬⽼の⽇の前⽇及び前々⽇、年末年始（12/29-1/3）

⑦５月から８月 月から土 9:00〜18:00 ９⽉から翌年４⽉ 月から土 9:00〜17:00
日曜日及び休日 9:00〜17:00
休場⽇︓敬⽼の⽇の前⽇及び前々⽇、年末年始（12/29-1/3）

Ｒ元年度
利⽤者数 106,459人

現在の
指定管理者

岸和田市公園緑化協会・ミズノグループ
＜構成団体＞

一般財団法人岸和田市公園緑化協会
美津濃株式会社
ミズノスポーツサービス株式会社

＜令和元年度指定管理料＞ 21,052千円

【岸和⽥市⽴運動広場・テニスコート】
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１．設置目的
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【岸和⽥市⽴運動広場等の設置及び管理に関する条例】
第１条（目的）
市⺠の健康と体⼒の増進を図るとともに⽂化的⽣活向上の⽤に供する⽬的とす
る。



２．施設の概要
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u 岸和田市⽴⽜ノ⼝公園運動広場・テニスコート＜砂⼊り⼈⼯芝＞（２⾯）
岸和田市上野町東１番１号・岸和田市沼町26番23号
敷地面積 運動広場︓10,322㎡ テニスコート︓1,669㎡

u 岸和田市⽴久⽶⽥公園運動広場
岸和田市岡山町26番地の２
敷地面積 7,216㎡

u 岸和田市⽴葛城運動広場・テニスコート＜砂⼊り⼈⼯芝＞（２⾯）
岸和田市畑町四丁目２番１号・岸和田市畑町四丁目475番地
敷地面積 運動広場︓13,386㎡ テニスコート︓2,650㎡

u 岸和田市⽴春⽊運動広場
岸和田市八幡町６番11号
敷地面積 10,170㎡

u 岸和田市⽴⼋⽊運動広場
岸和田市大町四丁目10番１号
敷地面積 11,323㎡

u 岸和田市⽴野⽥公園テニスコート＜砂⼊り⼈⼯芝＞（２⾯）
岸和田市野田町二丁目20番18号
敷地面積 1,485㎡

u 岸和田市⽴春⽊台場テニスコート＜グリーンサンド＞（１⾯）
岸和田市春木泉町20番48号
敷地面積 2,039㎡



３．施設の主な⽤途・利⽤料⾦
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u 利⽤料⾦制を導⼊しており、各部屋の利⽤料⾦体系は、条例での使⽤料を上限として、
指定管理者が設定可能です。

○牛ノ口公園運動広場・テニスコート＜砂入り人工芝＞（２面）
運動広場 1,000円／時間
テニスコート１面 700円／時間
※夜間照明設備有
運動広場︓1,000円〜／30分 テニスコート︓500円／30分

利⽤可能種⽬
運動広場︓硬式野球守備練習、軟式野球、サッカー、グラウンド・ゴルフ等



３．施設の主な⽤途・利⽤料⾦
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u 利⽤料⾦制を導⼊しており、各部屋の利⽤料⾦体系は、条例での使⽤料を上限として、
指定管理者が設定可能です。

○久米田公園運動広場
１時間︓700円

利⽤可能種⽬
ソフトボール、サッカー、グラウン
ド・ゴルフ等

○葛城運動広場・テニスコート
＜砂入り人工芝＞（２面）
運動広場 1,000円／時間
テニスコート１面 700円／時間
利⽤可能種⽬
運動広場︓軟式野球、サッカー、ソ
フトボール等



３．施設の主な⽤途・利⽤料⾦
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u 利⽤料⾦制を導⼊しており、各部屋の利⽤料⾦体系は、条例での使⽤料を上限として、
指定管理者が設定可能です。

○春木運動広場
1,000円／時間
利⽤可能種⽬
ソフトボール、サッカー、グラウンド・ゴル
フ等

○八木運動広場
1,000円／時間
利⽤可能種⽬
軟式野球、ソフトボール、グラウンド・ゴル
フ等



３．施設の主な⽤途・利⽤料⾦
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u 利⽤料⾦制を導⼊しており、各部屋の利⽤料⾦体系は、条例での使⽤料を上限として、
指定管理者が設定可能です。

○野田公園テニスコート
＜砂入り人工芝＞（２面）

１面 700円／時間

○春木台場テニスコート
＜グリーンサンド＞（１面）

１面 500円／時間



４．現在の主な事業
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ü 市内や地域のスポーツ大会開催事業

ü 各種イベントの開催誘致

ü 貸館業務

ü スポーツ教室事業



５．令和元年度実績
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u利⽤者数︓運動広場 80,381人 テニスコート 26,078人

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響が⼤きかったため、令和元年度の実績を記載。
u収⼊︓35,685千円

【指定管理料︓令和元年度 21,052千円／5年間 107,758千円】
※収⼊の主な要素は利⽤料⾦収⼊。
その他、スポーツ教室実施等による事業収入があります。

施設名 件数（件） 人数（人） 平⽇稼働率（％） ⼟⽇祝稼働率（％）

牛ノ口公園運動広場 625 16,190 40.7 66.0

葛城運動広場 297 24,738 12.0 65.9

春木運動広場 212 17,421 7.8 66.2

八木運動広場 128 10,827 2.2 86.4

久米田公園運動広場 553 11,205 24.6 53.2

牛ノ口テニスコート 1,823 9,363 32.7 67.7

葛城テニスコート 1,324 7,560 29.7 83.0

野田公園テニスコート 1,043 7,813 22.7 82.5

春木台場テニスコート 250 1,342 4.9 50.6



６．指定管理者に対して期待すること
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屋外スポーツ活動の
拠点としての役割

市⺠の新たなスポー
ツニーズに応える運

営

ü 市⺠のスポーツ活動を総合的にサポート
ü 市内におけるスポーツ活動やスポーツ振興を促進



【お問合せ先】
担当所属︓岸和⽥市教育委員会

生涯学習部スポーツ振興課 管理担当
電話番号︓072-447-7073
メール ︓sports@city.kishiwada.osaka.jp

ご視聴頂き、誠にありがとうございました。
個別相談会へのご応募をお待ちしております。

mailto:sports@city.kishiwada.osaka.jp

